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こども若者シェルターに関する検討会における主な検討事項（案） 

 

 

１．親権や児童相談所への通告義務等との関係を踏まえた入所時等における適

切な対応のあり方 

  （こども・若者本人との関係） 

   〇 こども若者シェルターは、入所に当たって、こども・若者本人に対し、

どのような対応を行うことが適切か 

・ 説明事項（例：シェルターにおける支援内容、生活上のルール、

利用料等）と説明の方法、タイミング 

・ こども・若者本人の利用の意思・同意の確認方法 等 

 

  （親権者等との関係） 

   〇 18 歳未満のこどもが入所するに当たって親権者等に対してどのよう

な対応が必要となるか 

    ・ 親権者等への連絡のあり方（連絡の要否、同意取得の要否、連絡す

る内容、方法、タイミング、連絡を行う主体等） 

    ・ こどもの年齢によって必要な対応が異なりうるか 

    〇 こどもが親権者等への連絡を拒否している場合、シェルター利用の

緊急性等も踏まえつつ、どのような対応を行うことが適当か 

   〇  連絡を受けた親権者等がこどものシェルター利用を拒んだ場合で、

当該家庭の状況等（虐待の疑いがある等）を踏まえシェルター利用の必

要性が認められるときは、どのような対応を行うことが適当か（例：一

時保護委託の活用） 

 

  （児童相談所との関係） 

    〇 こどもが入所するに当たり、どのような場合に、どのようなタイミ

ングで児童相談所への連絡を行うことが必要か 

・ こどもが児童虐待を受けたと思われる場合や要保護児童に当たる

ような場合は、児童虐待防止法第６条及び児童福祉法第 25 条により

児童相談所への通告義務あり 

     ・  上記以外の場合においても、児童相談所への連絡が必要となる場

合としてどのような場合が考えられるか（親権者等への連絡状況

やこどもの年齢等を踏まえる必要があるか） 

 

     〇 児童相談所への連絡が必要なケースにおいて、こどもが児童相談所

への連絡を拒んだ場合、どのような対応を行うことが適当か 

 

     〇 児童相談所への連絡が必要なケースのうち、どのような場合に一時

保護委託による対応を行うことが適当か 
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２．こども・若者の居住地自治体と現在地（シェルター所在地）自治体の間での

連携のあり方 

  〇 こども・若者の居住地自治体と現在地（シェルター所在地）自治体が異

なるケースも多いことが想定されるが、そのような場合に、自治体間でど

のように連携して支援を進めることが適当か。 

  〇 この場合、支援に当たっての地方自治体間の財政負担のあり方につい

てどのように考えるべきか。 

 

３．入所中のこども・若者の権利擁護、生活上のルールに関する留意事項 

 ※ 一時保護ガイドラインの見直し内容も十分踏まえて検討 

 〇 入所中のこども・若者の権利擁護やこども・若者のニーズを踏まえ、シ

ェルターにおける生活上のルール（携帯電話等の所持品の持込制限や通

勤・通学を含む行動制限等）の設定等において、どのような点に留意すべ

きか 

例：・ こども・若者の安全・福祉の確保の観点から、一人ひとりの状

況等に応じた必要最小限のルールとなるよう留意 

  ・ 入所に当たって、生活上のルールについて丁寧に説明し、同意

を得る 

  ・ こども・若者の意見を十分踏まえて、定期的にルールについて

点検・見直し 等 

 〇 利用者の安全確保の観点から住所の秘匿等が求められる中で、携帯電話

等の利用や通勤・通学を含む行動制限等を必要最小限にするために、どの

ような工夫が考えられるか 

 〇 学校に在学しているこども・若者について、適切な教育が受けられるよ

うにするためにどのような対応が必要となるか（例：通学支援やシェルタ

ーにおける学習支援等） 

 

４．こども・若者のニーズに応じた必要な支援内容（入所中・退所後）や支援

に当たっての留意点 

 〇 宿泊場所の提供に加え、シェルターへの入所中において、どのような支

援が必要となるか（例：生活支援（食事の提供等）、相談支援、心理的な

カウンセリング、日中の居場所の提供、就労・就学支援、弁護士によるサ

ポート、役所等への同行支援、退所先の調整等） 

   また、入所期間や回数の設定についてはどのように考えるべきか 

 〇 シェルターの退所後のこども・若者の状況を踏まえ、退所後において、
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どのような支援が必要となるか。また、その期間の設定についてはどのよ

うに考えるべきか 

 〇 こども・若者に対して各種支援を行うに当たって、共通して、あるい

は、各種支援ごとにどのような点に留意が必要となるか 

 

５．関係機関との連携のあり方 

  〇 ４の支援内容等も踏まえ、シェルターの運営に当たって、どのような

関係機関とどのような連携を行うことが必要か（例：児童相談所、市町

村、警察、他の民間団体、医療機関、学校、弁護士等） 

  〇 関係機関との連携を深める上で効果的な対応（例：ケース会議の開

催、要保護児童対策地域協議会や子ども・若者支援地域協議会の活用

等）や、連携する上で留意が必要となる点（例：個人情報の取扱い等）

は何か 

 

６．こども・若者や関係者等への周知のあり方 

  〇 利用ニーズのあるこども・若者がシェルターにつながれるようにする

ためには、どのような内容・方法で周知を行うことが効果的か（こど

も・若者向け／関係機関向け） 

  〇 シェルターについて地域や社会一般の理解を増進するために、どのよ

うな内容・方法で周知を行うことが効果的か 

  〇 周知を行うに当たって、どのような点に留意が必要か（例：住所の秘

匿や利用者の個人情報保護への配慮等） 

   

 


